
（鶴岡市、三川町） 令和５年７月号

「未納料金 「最終通告 「裁判」などの言葉で不安を」 」

あおるＳＭＳ、メール、ハガキや手紙が多数の方に届い

ています。

記載された番号に電話をかけると、犯人から「電子マ

ネーで支払いができる。コンビニで電子マネーを買って

番号を教えて」などと要求されます。

電話で電子マネーの番号を相手に教えて支払いをする

ことはありません。

身に覚えのないＳＭＳやメール等が届いたら、すぐに

最寄りの警察署へ相談してください。
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